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(57)【要約】
【課題】電動歯ブラシの歯垢除去力および施療感のさら
なる向上を図るための技術を提供する。
【解決手段】電動歯ブラシの本体１に３軸の加速度セン
サ１５を設置する。ＣＰＵ１２０は、加速度センサ１５
の出力から歯ブラシ本体１の三次元姿勢を検出し、ブラ
シの姿勢に基づいてブラッシング部位を推定する。そし
て、ＣＰＵ１２０は、推定されたブラッシング部位に応
じて、動作モード（たとえば、モータの回転方向、ブラ
シの振動数など）を切り替える制御を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラシと、
　前記ブラシを運動させる駆動手段と、
　前記ブラシの姿勢を検出する姿勢検出手段と、
　検出された姿勢に基づいてブラッシング部位を推定する部位推定手段と、
　推定されたブラッシング部位に応じて前記駆動手段の動作モードを切り替える制御手段
と、を備えることを特徴とする電動歯ブラシ。
【請求項２】
　前記駆動手段は、回転モータを含み、
　前記制御手段は、ブラッシング部位に応じて前記回転モータの回転方向を切り替えるこ
とを特徴とする請求項１に記載の電動歯ブラシ。
【請求項３】
　前記制御手段は、ブラッシング部位に応じて前記ブラシの運動周波数を切り替えること
を特徴とする請求項１または２に記載の電動歯ブラシ。
【請求項４】
　前記姿勢検出手段は、加速度センサを有し、前記加速度センサの出力に基づき前記ブラ
シの三次元姿勢を検出するものであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の
電動歯ブラシ。
【請求項５】
　前記姿勢検出手段は、加速度センサとジャイロスコープを有し、前記加速度センサの出
力と前記ジャイロスコープの出力とに基づき、前記ブラシの三次元姿勢を検出するもので
あることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の電動歯ブラシ。
【請求項６】
　検出された姿勢に基づいて、歯軸に対する前記ブラシの角度であるブラシ角を推定する
ブラシ角推定手段をさらに備え、
　前記制御手段は、推定されたブラッシング部位とブラシ角に応じて前記駆動手段の動作
モードを切り替えることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の電動歯ブラシ。
【請求項７】
　前記ブラシに作用する荷重を検知する荷重検知手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記ブラシに荷重が作用していない間は前記動作モードの切り替えを
禁止することを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の電動歯ブラシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動歯ブラシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速に運動するブラシを歯にあてることによって歯磨き（食物残渣や歯垢の除去）を行
うタイプの電動歯ブラシが知られている。このタイプの電動歯ブラシでは、歯垢除去力の
向上や施療感の向上をねらって様々な駆動機構や駆動方法が提案されている。
【０００３】
　たとえば特許文献１、２には、モータの回転方向の切り替えにより回転往復運動（ロー
リング運動）と直線往復運動（バス運動）の切り替えが可能な電動歯ブラシが開示されて
いる。
【０００４】
　また、特許文献３には、歯ブラシ本体の軸周りの向きを４段階または８段階に検出し、
その検出結果からブラッシング部位を推定するというアイデアが開示されている。具体的
には、本体内部に複数の扇状の区画が周方向に設けられており、導電性の球がどの区画に
入っているかを電気抵抗の変化から検知することで、歯ブラシ本体の向きを推定している
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。ただしこのような機構は小型化が難しく、また歯ブラシの運動により球の位置が安定し
ないため高い検知精度を得るのが難しい。なお特許文献３では、部位ごとにブラッシング
の回数や時間を記録し、ブラッシングが適正に行われたかどうかの評価を出力している。
【特許文献１】実開平４－１５４２６号公報
【特許文献２】特開平５－１２３２２１号公報
【特許文献３】特開２００５－１５２２１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、電動歯ブラシの歯垢除去力および施療感のさらなる向上を図るための
技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために本発明は、以下の構成を採用する。
【０００７】
　本発明の電動歯ブラシは、ブラシと、前記ブラシを運動させる駆動手段と、前記ブラシ
の姿勢を検出する姿勢検出手段と、検出された姿勢に基づいてブラッシング部位を推定す
る部位推定手段と、推定されたブラッシング部位に応じて前記駆動手段の動作モードを切
り替える制御手段と、を備える。
【０００８】
　ここで、「ブラッシング部位」とは、口腔内の歯列表面を区分することで定義される複
数の部位のうち、ブラシによってブラッシングされている（ブラシが当たっている）部位
をいう。歯の種類（上顎／下顎、臼歯／切歯など）や部分（舌側／頬側、歯面／噛み合わ
せ面、歯周ポケットなど）によって、食物残渣や歯垢の付き方が異なる。よって、たとえ
ばブラシの当て方、動かし方、スピードなどのように、部位ごとに効果的なブラッシング
動作に違いがある。また、同じ種類の歯であっても歯列の右と左ではブラシの当て方が反
対になる。
【０００９】
　そこで本発明の電動歯ブラシは、ブラッシング部位を自動的に推定するとともに、その
推定されたブラッシング部位に応じて動作モードを自動的に切り替える構成を採用する。
これにより、それぞれのブラッシング部位に応じた適切なブラッシング動作を実現でき、
歯垢除去力や施療感のさらなる向上が期待できる。
【００１０】
　前記駆動手段は、回転モータを含み、前記制御手段は、ブラッシング部位に応じて前記
回転モータの回転方向を切り替えることが好ましい。
【００１１】
　これにより、ブラッシング部位にあわせてブラシの運動方向（ブラシの毛先の動き）を
変えることができる。たとえば、歯周ポケットから歯垢を掻き出す方向にブラシの毛先を
動かす、などの制御が可能である。
【００１２】
　前記制御手段は、ブラッシング部位に応じて前記ブラシの運動周波数を切り替えること
が好ましい。
【００１３】
　たとえば、過敏な部位（強いブラッシングは好ましくない部位）では運動周波数を低く
したり、高い刷掃効果が望まれる部位では運動周波数を高くする、などの制御が可能であ
る。
【００１４】
　前記姿勢検出手段は、加速度センサを有し、前記加速度センサの出力に基づき前記ブラ
シの三次元姿勢を検出するものであることが好ましい。
【００１５】
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　これにより、高精度にブラシの姿勢を判定でき、従来よりも高精度かつ高分解能なブラ
ッシング部位の同定が可能となる。また加速度センサは小型ゆえ、電動歯ブラシ本体への
組み込みも容易である。１軸の加速度センサを用いることもできるし、好ましくは、多軸
（２軸、３軸、それ以上）の加速度センサを用いることもできる。
【００１６】
　前記姿勢検出手段は、ジャイロスコープを有し、前記加速度センサの出力と前記ジャイ
ロスコープの出力とに基づき、前記ブラシの三次元姿勢を検出するものであることが好ま
しい。
【００１７】
　加速度センサの出力には、重力加速度成分と動加速度成分とが含まれる。このうちブラ
シの三次元姿勢を示すのは重力加速度成分であり、動加速度成分は不要な信号成分となる
。そこでジャイロスコープの出力を参照し、動加速度成分をキャンセルすることによって
、より高精度にブラシの三次元姿勢を算出できる。
【００１８】
　検出された姿勢に基づいて、歯軸に対する前記ブラシの角度であるブラシ角を推定する
ブラシ角推定手段をさらに備え、前記制御手段は、推定されたブラッシング部位とブラシ
角に応じて前記駆動手段の動作モードを切り替えることが好ましい。
【００１９】
　ブラシ角度も考慮することによって、より適切なブラッシング動作を実現することがで
きる。
【００２０】
　前記ブラシに作用する荷重を検知する荷重検知手段をさらに備え、前記制御手段は、前
記ブラシに荷重が作用していない間は前記動作モードの切り替えを禁止することが好まし
い。
【００２１】
　たとえば歯列の右側から左側へとブラシを移動させるとき、ブラシの姿勢が大きく変わ
るため、移動のあいだに動作モードが頻繁に切り替わる可能性がある。このような現象は
、制御を不安定にするとともに無駄な電力消費を生むため好ましくない。そこで、本発明
のように、ブラシに荷重が作用していない間の動作モード切替を禁止することにより、ブ
ラシ移動中における上記現象の発生を抑制することができる。
【００２２】
　なお、上記手段および処理の各々は可能な限り互いに組み合わせて本発明を構成するこ
とができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明は、電動歯ブラシの歯垢除去力および施療感のさらなる向上を図ることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。
【００２５】
　（第１実施形態）
　＜電動歯ブラシの構成＞
　図１、図２、図３を参照して、電動歯ブラシの構成を説明する。図１は第１実施形態の
電動歯ブラシのブロック図であり、図２は第１実施形態の電動歯ブラシの内部構成を示す
断面図であり、図３は電動歯ブラシの外観を示す斜視図である。
【００２６】
　電動歯ブラシは、駆動源であるモータ１０を内蔵する電動歯ブラシ本体１（以下、単に
「本体１」ともいう。）と、ブラシ２１０を有する振動部材２とを備えている。本体１は
、概ね円筒形状を呈しており、歯を磨く際に使用者が手で握るためのハンドル部を兼ねて
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いる。
【００２７】
　本体１には、電源のオン／オフを行うためのスイッチＳが設けられている。また本体１
の内部には、駆動源であるモータ１０、駆動回路１２、２．４Ｖ電源である充電池１３、
充電用のコイル１４などが設けられている。充電池１３を充電する際には、充電器１００
に本体１を載置するだけで、電磁誘導により非接触で充電可能である。駆動回路１２は、
各種演算・制御を実行するＣＰＵ（入出力処理部）１２０、プログラムや各種設定値を記
憶するメモリ１２１、タイマ１２２などを有している。
【００２８】
　さらに本体１の内部には、多軸（ここではｘ，ｙ，ｚの三軸）の加速度センサ１５が設
けられる。加速度センサ１５は、図３に示すように、ｘ軸がブラシ面に対して平行になり
、ｙ軸が本体１の長手方向に一致し、ｚ軸がブラシ面に対して垂直になるように設置され
る。つまり、本体１を充電器１００に載置したときに、重力加速度ベクトルがｙ軸に平行
になり、ブラシ面を上に向けたときに、重力加速度ベクトルがｚ軸に平行になり、本体１
を水平にしてブラシ面を横に向けたときに、重力加速度ベクトルがｘ軸に平行になる。加
速度センサ１５の各軸の出力はＣＰＵ１２０に入力され、ブラシの三次元姿勢を検出する
ために利用される。
【００２９】
　加速度センサ１５としては、ピエゾ抵抗タイプ、静電容量タイプ、もしくは熱検知タイ
プのＭＥＭＳセンサを好ましく利用できる。ＭＥＭＳセンサは非常に小型であるため、本
体１の内部への組み込みが容易だからである。ただし、加速度センサ１５の形式はこれに
限らず、動電式、歪みゲージ式、圧電式などのセンサを利用しても構わない。また特に図
示しないが、各軸のセンサの感度のバランス、感度の温度特性、温度ドリフトなどを補正
するための補正回路を設けるとよい。また、動加速度成分やノイズを除去するためのバン
ドパスフィルタ（ローパスフィルタ）を設けてもよい。また、加速度センサの出力波形を
平滑化することによりノイズを低減してもよい。図２７は、前後数１００ｍｓｅｃのデー
タを平均化することで、出力波形の高周波ノイズを低減した例である。
【００３０】
　振動部材２は、本体１側に固定されているステム部２０と、このステム部２０に装着さ
れるブラシ部品２１とを備える。ブラシ部品２１の先端にはブラシ２１０が植毛されてい
る。ブラシ部品２１は消耗部品ゆえ、新品に交換できるよう、ステム部２０に対して着脱
自在な構成となっている。
【００３１】
　ステム部２０は、樹脂材からなる。ステム部２０は、エラストマからなる弾性部材２０
２を介して本体１に取り付けられている。ステム部２０は、先端（ブラシ側の端部）が閉
じた筒状の部材であり、筒の内部の先端に軸受２０３を有している。モータ１０の回転軸
１１に連結された偏心軸３０の先端が、ステム部２０の軸受２０３に挿入される。この偏
心軸３０は、軸受２０３の近傍に重り３００を有しており、偏心軸３０の重心はその回転
中心からずれている。なお、偏心軸３０の先端と軸受２０３の間には微小なクリアランス
が設けられている。
【００３２】
　＜電動歯ブラシの駆動原理＞
　ＣＰＵ１２０が動作モードに応じた駆動信号（たとえばパルス幅変調信号）をモータ１
０に供給し、モータ１０の回転軸１１を回転させる。回転軸１１の回転に伴って偏心軸３
０も回転するが、偏心軸３０は重心がずれているために回転中心の回りに旋回するような
運動を行う。よって、偏心軸３０の先端が軸受２０３の内壁に対して衝突を繰り返し、ス
テム部２０とそれに装着されたブラシ部品２１とを高速に振動（運動）させることとなる
。つまり、モータ１０が、ブラシを振動（運動）させる駆動手段の役割を担い、偏心軸３
０が、モータ１０の出力（回転）を振動部材２の振動に変換する運動伝達機構（運動変換
機構）の役割を担っている。
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【００３３】
　使用者は、本体１を手で持ち、高速に振動するブラシ２１０を歯に当てることで、ブラ
ッシングを行うことができる。なお、ＣＰＵ１２０はタイマ１２２を用いて継続動作時間
を監視しており、所定時間（たとえば２分間）が経過したら自動的にブラシの振動を停止
させる。
【００３４】
　本実施形態の電動歯ブラシでは、運動伝達機構である偏心軸３０が振動部材２に内包さ
れ、特に重り３００がブラシ２１０の近傍に配置されている。よって、ブラシ２１０の部
分を効率的に振動させることができる。その一方で、振動部材２（ステム部２０）が弾性
部材２０２を介して本体１に取り付けられているので、振動部材２の振動が本体１に伝わ
り難くなっている。よって、歯を磨く際の本体１および手の振動を低減でき、使用感の向
上を図ることができる。
【００３５】
　＜電動歯ブラシの動作＞
　歯の種類（上顎／下顎、臼歯／切歯など）や部分（舌側／頬側、歯面／噛み合わせ面な
ど）によって、食物残渣や歯垢の付き方が異なる。よって、たとえばブラシの当て方（ブ
ラシ角やブラシ圧）、動かし方、スピード、ブラッシング時間など、歯列の部位ごとに効
果的なブラッシング動作に違いがある。また、同じ種類の歯であっても歯列の右と左では
ブラシの当て方が反対になる。
【００３６】
　そこで、本実施形態の電動歯ブラシは、加速度センサ１５で検出されたブラシの姿勢に
基づいてブラッシング部位を推定し、ブラッシング部位に応じてモータ１０の動作モード
（回転方向、回転数など）を自動的に切り替える。
【００３７】
　本実施形態では、図４に示すように、上下の歯列を、「上顎前頬側」、「上顎前舌側」
、「上顎左頬側」、「上顎左舌側」、「上顎左噛み合わせ面」、「上顎右頬側」、「上顎
右舌側」、「上顎右噛み合わせ面」、「下顎前頬側」、「下顎前舌側」、「下顎左頬側」
、「下顎左舌側」、「下顎左噛み合わせ面」、「下顎右頬側」、「下顎右舌側」、「下顎
右噛み合わせ面」、の１６箇所の部位に区分する。ただし、歯列の区分はこれに限らず、
もっと大まかな区分でもよいし、より細かい区分でもよい。
【００３８】
　図５～図９のフローチャートを参照して、動作モードの自動制御のフローを具体的に説
明する。図５はメインルーチンのフローチャートであり、図６～図９はメインルーチンの
各処理の詳細を示すフローチャートである。なお、以下に説明する処理は、特にことわり
のない限り、ＣＰＵ１２０がプログラムに従って実行する処理である。
【００３９】
　電動歯ブラシの電源がＯＮになると、ＣＰＵ１２０は、加速度センサ１５の出力に基づ
きブラシの姿勢（傾き）を検出する（Ｓ１０）。次に、ＣＰＵ１２０は、Ｓ１０で検出さ
れた姿勢に基づいてブラッシング部位を推定する（Ｓ２０）。次に、ＣＰＵ１２０は、Ｓ
２０で推定したブラッシング部位に応じて動作モードを切り替える制御を実行する（Ｓ３
０）。このＳ１０～Ｓ３０の処理は一定時間ごとに繰り返し実行され、ブラッシング部位
が変わるたびに動作モードが適宜変更される。電源がＯＦＦになるか、継続動作時間が所
定時間（たとえば２分間）に達するか、手動による動作モード切替が行われると、図５の
メインルーチンは終了する。以下、Ｓ１０～Ｓ３０の処理を詳しく説明する。
【００４０】
　＜姿勢の検出＞
　図６は姿勢検出処理（Ｓ１０）のフローチャートである。
【００４１】
　ＣＰＵ１２０は、加速度センサ１５からｘ、ｙ、ｚそれぞれの出力Ａｘ、Ａｙ、Ａｚを
取得する（Ｓ１００）。Ａｘはｘ方向の加速度成分、Ａｙはｙ方向の加速度成分、Ａｚは
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ｚ方向の加速度成分を表す。歯ブラシが静止状態にあるとき（加速度センサ１５に動加速
度が作用していないとき）は、Ａｘ、Ａｙ、Ａｚの合成ベクトルＡが重力加速度に相当す
る。ここでは、Ａ＝（Ａｘ、Ａｙ、Ａｚ）を姿勢ベクトルとよぶ。
【００４２】
　ここで、姿勢ベクトルＡ＝（Ａｘ、Ａｙ、Ａｚ）の大きさが１．２ｇ（ｇは重力加速度
）より大きい場合は（Ｓ１０１；ＹＥＳ）、エラーを返す（Ｓ１０２）。加速度センサ出
力に動加速度成分が多く含まれていると、重力加速度の方向（つまりブラシの三次元姿勢
）を正確に特定するのが難しくなるからである。なお、Ｓ１０２のようにエラーを返すの
ではなく、合成ベクトルの大きさが１．２ｇ以下となる加速度センサ出力Ａｘ、Ａｙ、Ａ
ｚが得られるまでＳ１００とＳ１０１の処理を繰り返すようにしてもよい。なお、エラー
判定のしきい値は１．２ｇに限らず、他の値でもよい。
【００４３】
　＜ブラッシング部位の推定＞
　図７、図８はブラッシング部位推定処理（Ｓ２０）のフローチャートである。また図１
０、図１１は、ブラッシング部位ごとの加速度センサ出力Ａｘ、Ａｙ、Ａｚの一例を示す
図である。
【００４４】
　まずＣＰＵ１２０は、ｚ方向の加速度センサの出力Ａｚに基づき、上顎か下顎かを判定
する（Ｓ７００）。上顎の歯列をブラッシングするときはブラシ面が少なからず上向きに
なり、下顎の歯列をブラッシングするときはブラシ面が少なからず下向きになることに着
目した判定である。Ａｚ＞０の場合は下顎（Ｓ８０１）、Ａｚ≦０の場合は上顎（Ｓ７０
１）と判定される。
【００４５】
　（１）上顎の場合
　ＣＰＵ１２０は、ｙ方向の加速度センサの出力Ａｙに基づいて前歯か否かを判定する（
Ｓ７０２）。前歯をブラッシングするときは歯ブラシ本体１が比較的水平になるが、臼歯
をブラッシングするときは唇との干渉があるため歯ブラシ本体１が斜めにならざるをえな
いことに着目した判定である。Ａｙ≦閾値ａの場合は上顎前歯と判定される（Ｓ７０３）
。
【００４６】
　上顎前歯と判定した場合、ＣＰＵ１２０は、ｘ方向の加速度センサの出力Ａｘに基づい
て頬側か舌側かを判定する（Ｓ７０４）。頬側と舌側とではブラシの向きが反転すること
に着目した判定である。Ａｘ＞０の場合は「上顎前頬側」と判定され（Ｓ７０５）、Ａｘ
≦０の場合は「上顎前舌側」と判定される（Ｓ７０６）。
【００４７】
　一方、Ｓ７０２で上顎前歯でないと判定した場合、ＣＰＵ１２０は、ｘ方向の加速度セ
ンサの出力Ａｘに基づいて噛み合わせ面か否かを判定する（Ｓ７０７）。噛み合わせ面を
ブラッシングするときはブラシ面がほぼ水平になり、Ａｘの出力が非常に小さくなること
に着目した判定である。閾値ｂ＞Ａｘ＞閾値ｃの場合は「上顎左噛み合わせ面または上顎
右噛み合わせ面」と判定される（Ｓ７０８）。なお、第１実施形態では、上顎左噛み合わ
せ面と上顎右噛み合わせ面とをとくに区別していない。噛み合わせ面の場合、左右でブラ
ッシング動作を変える必要性が小さいからである。
【００４８】
　Ａｘ≧閾値ｂまたはＡｘ≦閾値ｃの場合、ＣＰＵ１２０は、Ａｘが０より大きいか否か
で、頬側か舌側かを判定する（Ｓ７０９）。頬側と舌側とではブラシの向きが反転するこ
とに着目した判定である。Ａｘ＞０の場合は「上顎右頬側または上顎左舌側」と判定され
（Ｓ７１０）、Ａｘ≦０の場合は「上顎左頬側または上顎右舌側」と判定される（Ｓ７１
１）。なお、第１実施形態では、上顎右頬側と上顎左舌側とをとくに区別していない。両
部位のあいだでブラッシング動作を変える必要性が小さいからである。上顎左頬側と上顎
右舌側についても同様である。
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【００４９】
　（２）下顎の場合
　ＣＰＵ１２０は、ｙ方向の加速度センサの出力Ａｙに基づいて前歯か否かを判定する（
Ｓ８０２）。前歯をブラッシングするときは歯ブラシ本体１が比較的水平になるが、臼歯
をブラッシングするときは唇との干渉があるため歯ブラシ本体１が斜めにならざるをえな
いことに着目した判定である。Ａｙ≦閾値ｄの場合は下顎前歯と判定される（Ｓ８０３）
。
【００５０】
　下顎前歯と判定した場合、ＣＰＵ１２０は、ｘ方向の加速度センサの出力Ａｘに基づい
て頬側か舌側かを判定する（Ｓ８０４）。頬側と舌側とではブラシの向きが反転すること
に着目した判定である。Ａｘ＜０の場合は「下顎前頬側」と判定され（Ｓ８０５）、Ａｘ
≧０の場合は「下顎前舌側」と判定される（Ｓ８０６）。
【００５１】
　一方、Ｓ８０２で下顎前歯でないと判定した場合、ＣＰＵ１２０は、ｘ方向の加速度セ
ンサの出力Ａｘに基づいて噛み合わせ面か否かを判定する（Ｓ８０７）。噛み合わせ面を
ブラッシングするときはブラシ面がほぼ水平になり、Ａｘの出力が非常に小さくなること
に着目した判定である。閾値ｅ＞Ａｘ＞閾値ｆの場合は「下顎左噛み合わせ面または下顎
右噛み合わせ面」と判定される（Ｓ８０８）。なお、第１実施形態では、下顎左噛み合わ
せ面と下顎右噛み合わせ面とをとくに区別していない。噛み合わせ面の場合、左右でブラ
ッシング動作を変える必要性が小さいからである。
【００５２】
　Ａｘ≧閾値ｅまたはＡｘ≦閾値ｆの場合、ＣＰＵ１２０は、Ａｘが０より大きいか否か
で、頬側か舌側かを判定する（Ｓ８０９）。頬側と舌側とではブラシの向きが反転するこ
とに着目した判定である。Ａｘ＞０の場合は「下顎右頬側または下顎左舌側」と判定され
（Ｓ８１０）、Ａｘ≦０の場合は「下顎左頬側または下顎右舌側」と判定される（Ｓ８１
１）。なお、第１実施形態では、下顎右頬側と下顎左舌側とをとくに区別していない。両
部位のあいだでブラッシング動作を変える必要性が小さいからである。下顎左頬側または
下顎右舌側についても同様である。
【００５３】
　以上の処理によって、現在のブラッシング部位が、「上顎前頬側」（Ｓ７０５）、「上
顎前舌側」（Ｓ７０６）、「上顎噛み合わせ面」（Ｓ７０８）、「上顎右頬側または上顎
左舌側」（Ｓ７１０）、「上顎左頬側または上顎右舌側」（Ｓ７１１）、「下顎前頬側」
（Ｓ８０５）、「下顎前舌側」（Ｓ８０６）、「下顎噛み合わせ面」（Ｓ８０８）、「下
顎右頬側または下顎左舌側」（Ｓ８１０）、「下顎左頬側または下顎右舌側」（Ｓ８１１
）のいずれかに特定される。
【００５４】
　なお、上記判定アルゴリズムはあくまでも一例を示したものにすぎず、加速度センサの
出力Ａｘ、Ａｙ、Ａｚからブラッシング部位を特定できるのであればどのような判定アル
ゴリズムでも構わない。たとえばＡｘ、Ａｙ、Ａｚの値をそのまま判定の変数として用い
るのでなく、Ａｘ、Ａｙ、Ａｚを適宜組み合わせることで得られる２次変数を判定に用い
てもよい。２次変数は、たとえば、Ａｙ／Ａｚ、Ａｘ・Ａｘ＋Ａｙ・Ａｙ、Ａｚ－Ａｘな
ど、任意に設定できる。あるいは、各軸の加速度情報Ａｘ、Ａｙ、Ａｚを、図２８に示す
ように角度情報（姿勢角）α、β、γに変換した後で、ブラッシング部位を判定してもよ
い。図２８の例では、重力加速度方向に対するｘ軸の角度をロール角α、重力加速度方向
に対するｙ軸の角度をピッチ角β、重力加速度方向に対するｚ軸の角度をヨー角γのよう
に定義している。判定に用いる閾値は臨床実験等の結果から決定することができる。
【００５５】
　＜動作モードの切替＞
　本実施形態の電動歯ブラシでは、上述のように、偏心軸の旋回運動を利用してブラシの
振動を発生させている。このような駆動原理の場合、ブラシはモータの回転軸に垂直な面
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内（ｚｘ平面内）を楕円状の軌道を描いて振動する。そして歯ブラシの振動機構はｙｚ平
面に関して対称であるため、モータの回転方向を逆転すると、ブラシはｙｚ平面に関して
対称な軌道を描く。
【００５６】
　図１２はモータの回転方向とブラシの動きを模式的に示している。モータを正転させた
場合、下顎右舌側においては歯周ポケットから歯垢を掻き出すようにブラシの毛先が動く
が、下顎右頬側においては歯垢を歯周ポケットに押し込むようにブラシの毛先が動く。よ
って、下顎右舌側をブラッシングする際は、モータを正転させたほうがよいことがわかる
。また、下顎右頬側をブラッシングする際は、モータを反転させたほうが、ブラシの毛先
が歯垢を掻き出すように動くことがわかる。このような知見に基づき、本実施形態では、
ブラッシング部位に応じて回転モータの回転方向（正転／反転）を切り替える。
【００５７】
　図９は動作モード切替処理（Ｓ３０）のフローチャートである。ＣＰＵ１２０は、Ｓ２
０で特定されたブラッシング部位を、前回の処理（１クロック前の処理）の時のブラッシ
ング部位と比較することで、ブラッシング部位が変化したか否かをチェックする（Ｓ９０
０）。なお前回の処理の時のブラッシング部位はメモリに記憶されている。
【００５８】
　ブラッシング部位が変化した場合（Ｓ９００；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１２０は、現在のブラ
ッシング部位が「下顎左頬側、下顎右舌側、上顎左舌側、上顎右頬側」の第１グループと
、「下顎右頬側、下顎左舌側、上顎右舌側、上顎左頬側」の第２グループのいずれに該当
するかを判定する（Ｓ９０１）。そして、第１グループの場合、ＣＰＵ１２０は、モータ
の回転方向を正転にする（Ｓ９０２）。第２グループの場合、ＣＰＵ１２０は、モータの
回転方向を反転にする（Ｓ９０３）。
【００５９】
　このようにモータの回転方向を制御してブラッシング部位にあった適切かつ効果的なブ
ラシ毛先の動きを実現することにより、歯垢除去力の向上を図ることができる。
【００６０】
　（第２実施形態）
　次に本発明の第２実施形態に係る電動歯ブラシについて説明する。第１実施形態では、
ブラッシング部位に応じてモータの回転方向を制御したが、第２実施形態では、ブラッシ
ング部位に応じてブラシの振動数（運動周波数であり、具体的にはモータの回転数）を制
御する。その他の構成については第１実施形態のものと同様であるため、以下、本実施形
態に特有の構成を中心に説明を行う。
【００６１】
　図１３は第２実施形態の動作モード切替処理（図５のＳ３０）のフローチャートである
。ＣＰＵ１２０は、Ｓ２０で特定されたブラッシング部位を、前回の処理（１クロック前
の処理）の時のブラッシング部位と比較することで、ブラッシング部位が変化したか否か
をチェックする（Ｓ９００）。なお前回の処理の時のブラッシング部位はメモリに記憶さ
れている。
【００６２】
　ブラッシング部位が変化した場合（Ｓ９００；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１２０は、現在のブラ
ッシング部位が「下顎前頬側、下顎前舌側、上顎前頬側、上顎前舌側」の第１グループ、
「下顎左頬側、下顎左舌側、下顎右頬側、下顎右舌側、上顎左頬側、上顎左舌側、上顎右
頬側、上顎右舌側」の第２グループ、「下顎左噛み合わせ面、下顎右噛み合わせ面、上顎
左噛み合わせ面、上顎右噛み合わせ面」の第３グループのいずれに該当するかを判定する
（Ｓ１３０１）。第１グループは、歯肉が過敏な部位であり、あまり強くブラッシングし
ないほうが好ましい部位である。また第３グループは、ブラシが歯肉に当たらず、高い刷
掃効果が望まれる部位である。
【００６３】
　第１グループの場合、ＣＰＵ１２０は、現在の設定値よりも一段階低い振動数でブラシ
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が振動するように、モータの回転数を制御する（Ｓ１３０２）。第２グループの場合、Ｃ
ＰＵ１２０は、現在の設定値の振動数でブラシが振動するように、モータの回転数を制御
する（Ｓ１３０３）。第３グループの場合、ＣＰＵ１２０は、現在の設定値よりも一段階
高い振動数でブラシが振動するように、モータの回転数を制御する（Ｓ１３０４）。たと
えば、振動数を５段階に切り替え可能な歯ブラシにおいて、現在の設定値が「３」であっ
た場合、第１グループのブラッシングは「２」の振動数、第２グループのブラッシングは
「３」の振動数、第３グループのブラッシングは「４」の振動数で行われることになる。
【００６４】
　これにより、歯肉が過敏な部位については、ブラッシング強度を弱めにし、逆に高い刷
掃効果が望まれる部位については、ブラッシング強度を強めにすることができる。したが
って、刷掃効果と施療感の向上を図ることができる。
【００６５】
　なお本実施形態では、ブラッシング部位ごとの歯肉の刺激に着目してブラシの振動数を
制御したが、他の目的でブラシの振動数を制御することも可能である。たとえば、ブラッ
シング部位ごとにブラシと歯の接触面積が違うことに着目し、接触面積が大きい部位（た
とえば上顎前頬側、噛み合わせ面など）では振動数を増加して刷掃効果を高め、接触面積
が小さい部位（たとえば下顎左舌側、上顎右頬側など）では振動数を減少するような制御
を行ってもよい。また本実施形態では振動数を３段階に制御したが、２段階あるいは４段
階以上に振動数を変更してもよい。
【００６６】
　なお、ブラシの駆動速度（振動数や回転数など）を変更する場合、図２９上段のように
駆動速度を急変させてもよいが、ブラッシング中に駆動速度が急激に変わったり頻繁に変
わったりすると使用者に違和感を与えたり、制御を不安定にしたりするおそれがある。そ
こで、図２９下段のように、駆動速度が緩やかに（あるいは段階的に）変化するような制
御を行うことも好ましい。たとえば、速度変化率がある設定値以上にならないように、モ
ータの回転数などを制御すればよい。
【００６７】
　（第３実施形態）
　次に本発明の第３実施形態に係る電動歯ブラシについて説明する。本実施形態では、Ｃ
ＰＵ１２０が、ブラシの姿勢に基づいてブラシ角を推定し、ブラッシング部位とブラシ角
に応じて動作モードを切り替える。その他の構成については上述した実施形態のものと同
様であるため、以下、本実施形態に特有の構成を中心に説明を行う。
【００６８】
　＜振動特性＞
　この電動歯ブラシでは、上述のように、偏心軸の旋回運動を利用してブラシの振動を発
生させており、ブラシはモータの回転軸に垂直な面内を楕円状の軌道を描いて振動する。
本発明者らは、振動数（モータ回転数）を変化させながらブラシの振動を観察し分析する
ことによって、この電動歯ブラシが次のような振動特性を有することを見出した。
【００６９】
　（１）ブラシ部分が少なくとも２つの共振点（共振振動数）を有している。
　（２）各共振点における共振の方向が異なる。具体的には、図１４に示すように、振動
数が低い側の共振点（第１共振：約１２５００ｓｐｍ）ではブラシ面に平行なｘ軸方向の
振幅が増大する。振動数が高い側の共振点（第２共振：約３８０００ｓｐｍ）ではブラシ
面に垂直なｚ軸方向の振幅が増大する。共振外（たとえば約２６５００ｓｐｍ）では、ブ
ラシはｘ軸（ｚ軸）に対して斜め（約４５度）の軌道を描く。なお、「ｓｐｍ」は一分間
あたりのスイング回数を表す単位である。
【００７０】
　方向の異なる複数の共振が出現する理由は、電動歯ブラシの構造やその駆動原理に依る
ところが大きいと考えられる。本発明者らは、偏心軸やブラシの構成を変更しながら実験
を繰り返すことで、第１共振点が主に運動伝達機構に依存する特性であり、第２共振点が
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主にブラシに依存する特性であるとの知見を得ている。言い換えれば、運動伝達機構の構
造や形状（簡単には偏心軸の重りの位置、大きさ、重量など）を変更することで第１共振
点の振動数や振幅を調整でき、また、ブラシの構造や形状を変更することで第２共振点の
振動数や振幅を調整できることが分かった。
【００７１】
　＜ブラシ角＞
　ブラシ角とは、歯軸（歯の頭と根に沿った軸）に対するブラシの当たり角である。図１
５の上段がブラシ角＝４５度の状態を示し、図１５の下段がブラシ角＝９０度の状態を示
している。また図１５の左側はモータが正転の状態、右側はモータが反転の状態を示して
いる。そして、それぞれの矢印はブラシの動き（振幅が最も大きい方向）を表している。
概略、第１共振ではブラシが横（ｘ軸方向）に動き、第２共振ではブラシが縦（ｚ軸方向
）に動き、共振外ではブラシが斜めに動く。
【００７２】
　歯周ポケットや歯間から食物残渣や歯垢を効果的に掻き出すには、ブラシの毛先が歯周
ポケットや歯間に入り込むようにブラシを動かすとよい。すなわち、ブラシの動く方向が
歯軸に対して斜め（たとえば４５度）になることが好ましい。したがって、図１５の例で
は、ブラシ角が４５度の場合は、第２共振の動きが最適であることがわかる。一方、ブラ
シ角が９０度の場合、下顎右舌側ではモータ正転の共振外の動きが最適であり、下顎右頬
側ではモータ逆転の共振外の動きが最適であることがわかる。なお、同様の考え方に従っ
て、ブラッシング部位とブラシ角の組み合わせのそれぞれに対する最適な動作モード（モ
ータ回転方向とブラシ振動数）を決定することができる。
【００７３】
　＜ブラシ角の推定＞
　ブラシ角は、たとえば、ｚ方向の加速度成分Ａｚから推定可能である。図１６に示すよ
うに、ブラシ角が約９０度の場合はＡｚはほとんど０を示し、ブラシ角が小さくなるほど
Ａｚの値が大きくなる、というようにブラシ角に応じてＡｚの値が有意に変化するからで
ある。なお、ブラシ角に応じてｘ方向の加速度成分Ａｘも変化するため、Ａｚの代わりに
Ａｘからブラシ角を推定したり、ＡｘとＡｚの両方（ＡｘとＡｚの合成ベクトルの方向）
からブラシ角を推定することも好ましい。ブラシ角を連続量で算出することも可能である
が、本実施形態の動作モード切替では「約４５度か約９０度か」というレベルの精度で十
分なため、以下に述べる処理ではＡｚと閾値との比較という簡易な処理でブラシ角を決定
している。
【００７４】
　図１７は第３実施形態のメインルーチンのフローチャートである。第１実施形態との違
いは、ブラシ角推定処理（Ｓ２５）が追加されている点である。Ｓ２５において、ＣＰＵ
１２０は、Ｓ１０で得られたＡｚの絶対値が所定の閾値より小さい場合（０に近い場合）
は、ブラシ角が９０度であるとみなし、Ａｚの絶対値が閾値以上の場合は、ブラシ角が４
５度であるとみなす。ＣＰＵ１２０のこの機能が、本発明のブラシ角推定手段に対応する
。
【００７５】
　＜動作モード切替処理＞
　図１８は動作モード切替処理（図１７のＳ３０）のフローチャートである。
【００７６】
　ＣＰＵ１２０は、Ｓ２０で特定されたブラッシング部位とＳ２５で特定されたブラシ角
を、前回の処理の時のブラッシング部位およびブラシ角と比較することで、ブラッシング
部位もしくはブラシ角が変化したか否かをチェックする（Ｓ１８００）。なお前回の処理
の時のブラッシング部位とブラシ角はメモリに記憶されている。
【００７７】
　ブラッシング部位もしくはブラシ角が変化した場合（Ｓ１８００；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１
２０は、現在のブラッシング部位が「下顎左頬側、下顎右舌側、上顎左舌側、上顎右頬側
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」の第１グループと、「下顎右頬側、下顎左舌側、上顎右舌側、上顎左頬側」の第２グル
ープのいずれに該当するかを判定する（Ｓ１８０１）。そして第１グループの場合は、Ｃ
ＰＵ１２０は、モータの回転方向を正転にする（Ｓ１８０２）。第２グループの場合、Ｃ
ＰＵ１２０は、モータの回転方向を反転にする（Ｓ１８０３）。さらにＣＰＵ１２は、ブ
ラシ角が４５度の場合にブラシの振動数を第２共振（高速）に制御し（Ｓ１８０４、Ｓ１
８０５）、ブラシ角が９０度の場合にブラシの振動数を共振外（中速）に制御する（Ｓ１
８０６）。
【００７８】
　以上述べた本実施形態の制御によれば、ブラッシング部位とブラシ角の情報に基づき、
歯間や歯周ポケットのブラッシングに最適なブラシ毛先の動きを実現でき、より一層の歯
垢除去力の向上を図ることができる。この場合、歯周ポケット内の歯周病菌を殺傷するた
めに超音波振動素子を併用するとより効果的である。なお、ここでは４５度と９０度の二
段階でブラシ角を推定したが、三段階以上もしくは連続量でブラシ角を推定するとともに
、ブラシの振動数も三段階以上もしくは連続的に変化させるようにしてもよい。
【００７９】
　（第４実施形態）
　図１９は第４実施形態の電動歯ブラシのブロック図である。本実施形態の電動歯ブラシ
は、本体１の内部に多軸（ここでは３軸）のジャイロスコープ１６を備えている。
【００８０】
　ジャイロスコープ１６は、ｚ軸周りの角速度、ｘ軸周りの角速度、ｙ軸周りの角速度を
検出可能なように設置されている。ジャイロスコープ１６としては、振動式、光学式、機
械式などどのようなタイプのものも利用可能であるが、小型で本体１への組み込みが容易
であるという理由からＭＥＭＳセンサを好適に用いることができる。なお、角速度を出力
するレートジャイロではなく、角度を出力するレート積分ジャイロや姿勢ジャイロを利用
しても構わない。またブラシの振動によるノイズ（たとえばブラシの駆動周波数である１
００Ｈｚ～３００Ｈｚ程度の周波数成分）を除去するために、ジャイロスコープの出力に
バンドパスフィルタをかけてもよい。
【００８１】
　歯ブラシ本体１が静止状態にあるとき（たとえば、一つのブラッシング部位にブラシを
当て続けている状態のとき）は、加速度センサ１５の出力には実質的に重力加速度成分し
か含まれない。この場合は、ブラシの三次元姿勢を正確に検出できるため、ブラッシング
部位やブラシ角を精度よく推定することが可能である。しかし、歯ブラシ本体１が移動状
態にあるとき（たとえば、あるブラッシング部位から他のブラッシング部位へとブラシが
移動するとき）は、加速度センサ１５の出力に、重力加速度成分だけでなく動加速度成分
が含まれ得る。動加速度成分は三次元姿勢を算出する上では不要な信号成分（ノイズ）と
なる。一方、ジャイロスコープ１６の出力は、歯ブラシ本体１が静止状態にあるときは観
測されず、歯ブラシ本体１が移動しているときのみ有意な信号が出力される。このような
センサ特性の差を利用し、本実施形態では、加速度センサ１５とジャイロスコープ１６の
両方の出力に基づいて、歯ブラシの三次元姿勢の検出を行う。
【００８２】
　具体的には、姿勢検出処理（図５のＳ１０）において、ＣＰＵ１２０はまず加速度セン
サ１５の出力とジャイロスコープ１６の出力を得る。ジャイロスコープ１６の出力の絶対
値が所定の閾値より小さいときには、ＣＰＵ１２０は、歯ブラシ本体１が静止しているも
のとみなし、加速度センサ１５の出力Ａｘ、Ａｙ、Ａｚから三次元姿勢を求める。いずれ
かの軸のジャイロスコープ１６の出力の絶対値が所定の閾値以上となったときには、ＣＰ
Ｕ１２０は、ジャイロスコープ１６の出力からｘ、ｙ、ｚ各方向の動加速度成分を推定し
、Ａｘ、Ａｙ、Ａｚの値を補正する。これにより、Ａｘ、Ａｙ、Ａｚに含まれる動加速度
成分がキャンセルされ、ブラシの三次元姿勢を精度良く算出することができる。
【００８３】
　なお、ジャイロスコープの出力を用いて加速度センサの出力を補正するのではなく、ジ
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ャイロスコープの出力が得られた場合にブラシの姿勢検出を行わない、という処理でも構
わない。つまり、ジャイロスコープの出力が所定の閾値より小さいときのみ、姿勢検出、
ブラッシング部位推定、ブラシ角推定、動作モード切替などの処理を行うのである。これ
により、加速度センサの出力から推定した姿勢がある程度の信頼性を有しているときのみ
、動作モード切替が実行されるようになる。
【００８４】
　また、ジャイロスコープの出力から、ｘ軸周りの角度変化量Δθｙｚ、ｙ軸周りの角度
変化量Δθｚｘ、ｚ軸周りの角度変化量Δθｘｙを算出し、１クロック前の姿勢検出処理
で得られた姿勢ベクトルＡ´＝（Ａｘ´、Ａｙ´、Ａｚ´）を角度（Δθｙｚ、Δθｚｘ
、Δθｘｙ）だけ回転することにより、現在の姿勢ベクトルＡ＝（Ａｘ、Ａｙ、Ａｚ）を
算出してもよい。また、加速度情報Ａｘ、Ａｙ、Ａｚではなく、ロール角α、ピッチ角β
、ヨー角γの角度情報（図２８参照）により、電動歯ブラシの姿勢を算出・評価してもよ
い。
【００８５】
　以上述べた本実施形態の構成によれば、加速度センサとジャイロスコープの出力を組み
合わせること（条件に応じて加速度センサとジャイロスコープの出力のいずれかを選択す
ることを含む）により、電動歯ブラシの三次元姿勢をより高精度に求めることができる。
なお、並進運動が多いバス方式の電動歯ブラシの場合は、加速度センサとバンドパスフィ
ルタの組み合わせでも十分な精度の姿勢情報が得られる。しかし、ローリング方式の場合
は、歯ブラシ本体の三次元的なうねりが発生するため、加速度情報だけでは誤差因子が大
きく、姿勢検出の精度が低下するおそれがある。そのような場合には、ジャイロスコープ
の角速度情報を利用する本実施形態の手法が有効である。
【００８６】
　（第５実施形態）
　図２０は第５実施形態の電動歯ブラシのブロック図である。本実施形態の電動歯ブラシ
は、ブラシに作用する荷重を検知する荷重センサ（荷重検知手段）１７を備えている。荷
重センサ１７としては、ストレインゲージ、ロードセル、圧力センサなどどのようなタイ
プのものも利用可能であるが、小型で本体１への組み込みが容易であるという理由からＭ
ＥＭＳセンサを好適に用いることができる。
【００８７】
　図２１は第５実施形態のメインルーチンのフローチャートである。第１実施形態との違
いは、荷重検知処理（Ｓ５）が追加されている点である。
【００８８】
　Ｓ５において、ＣＰＵ１２０は、荷重センサ１７から得られる荷重情報に基づき、ブラ
シに荷重が作用しているか否かを判定する。たとえば、荷重センサ１７の出力値が所定の
閾値を超えたときに「ブラシに荷重が作用した」とみなせばよい。ブラシに荷重が作用す
るまで、次ステップ以降の処理は待ち状態となる（Ｓ５；ＮＯ）。これにより、ブラシに
荷重が作用していない間は、姿勢検出、ブラッシング部位推定、ブラシ角推定、動作モー
ド切替などの処理が禁止される。
【００８９】
　たとえば歯列の右側から左側へとブラシを移動させるとき、ブラシの姿勢が大きく変わ
るため、移動のあいだに動作モードが頻繁に切り替わる可能性がある。このような現象は
、制御を不安定にするとともに無駄な電力消費を生むため好ましくない。そこで、本実施
形態のように、ブラシに作用する荷重をモニタし、姿勢検出や動作モード切替等の処理を
適宜禁止することにより、ブラシ移動中における上記現象の発生を抑制することができる
。
【００９０】
　なお、荷重情報を動作モードの制御に利用してもよい。たとえば、ブラシに作用する荷
重が変わると、ブラシの振動特性および共振点が変わり、第３実施形態で述べた第１共振
や第２共振がうまく出現しない可能性がある。そこで、ブラシに作用する荷重に応じてブ
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ラシの振動数（モータの回転数）を適宜調整することで、共振点のズレをカバーし共振現
象を正確に再現できるようになる。荷重の大きさと共振点との対応は実験により求めるこ
とができる。
【００９１】
　ここでは荷重センサ１７を利用したが、他の手段で荷重を検知することも可能である。
たとえば、ブラシに作用する荷重が大きくなるほど、モータの負荷が増大し、モータに流
れる電流値が増大する。それゆえ、モータに流れる電流値をモニタし、その電流値からブ
ラシに作用する荷重を推定することができる。
【００９２】
　あるいは、加速度センサ１５の出力をモニタすることにより、ブラシに荷重が作用した
かどうかを検知することも可能である。図２２に示すように、使用者が歯ブラシ本体１を
把持してブラシの毛先を歯に押し当てると、歯ブラシ本体１と振動部材２の間の弾性部材
が変形し、歯ブラシ本体１の姿勢が若干変化する。この姿勢変化は、たとえば図２３のよ
うな加速度センサ出力の波形変化として観測できる。すなわち、姿勢が変化した瞬間に、
少なくとも１つのセンサ出力のレベルが若干シフトし、ブラシを歯に押し付けている間は
シフト後のレベルが維持されるのである。このような波形変化を捉えることで、ブラシに
荷重が作用したかどうかの判定が可能である。もちろんこの方法では高精度な荷重推定は
困難であるが、第５実施形態のＳ５のように「荷重が作用しているか否か」というレベル
の判定であれば十分実用に足りる。このように加速度センサ１５を荷重検知手段として流
用できれば、部品点数の削減による歯ブラシの小型化とコスト低減が可能となり好ましい
。
【００９３】
　（第６実施形態）
　図２４は第６実施形態の電動歯ブラシのブラシ部分を示している。本実施形態の電動歯
ブラシは、ブラシ部分の温度を検出する温度センサ１８を備えている。温度センサ１８は
ブラシの背面に設置されている。温度センサ１８としては、赤外線センサ、サーミスタな
どどのようなタイプのものも利用可能である。
【００９４】
　図２５、図２６はブラッシング部位推定処理（Ｓ２０）のフローチャートである。第１
実施形態のブラッシング部位推定処理（図７、図８）との違いは、温度センサ１８の出力
に基づいて頬側と舌側の判別を行っている点である。
【００９５】
　図２５の上顎の処理において、加速度センサ１５の出力に基づき「上顎左頬側または上
顎右舌側」まで絞り込んだら（Ｓ７１０）、ＣＰＵ１２０は、温度センサ１８の出力値が
所定の範囲内にあるか否か判定する（Ｓ２５００）。ブラシが頬側にあるときは、温度セ
ンサ１８が頬の裏側に接触または近接するため、体温に近い出力値が得られる。それに対
し、ブラシが舌側にあるときは、温度センサ１８が外気に触れるため、体温よりも低い出
力値が得られる。したがって、ＣＰＵ１２０は、たとえば、温度センサ１８の出力値が３
６度～３８度の範囲内の場合に「上顎右頬側」と判定し（Ｓ２５０１）、それ以外の場合
に「上顎左舌側」と判定する（Ｓ２５０２）。同様に、温度センサ１８の出力値に基づい
て、「上顎左頬側」と「上顎右舌側」も判別可能である（Ｓ２５０３～Ｓ２５０５）。下
顎の処理においても同様に、温度センサ１８の出力値に基づいて、「下顎左舌側」と「下
顎右頬側」の判別（Ｓ２６００～Ｓ２６０２）、ならびに、「下顎右舌側」と「下顎左頬
側」の判別（Ｓ２６０３～Ｓ２６０５）が可能である。
【００９６】
　以上述べたように、本実施形態では、第１実施形態よりもブラッシング部位を細かく判
別することができ、より柔軟な動作モード制御を実現可能となる。
【００９７】
　（第７実施形態）
　図３０は第７実施形態の電動歯ブラシのブラシ部分を示している。第６実施形態では、
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ブラッシング部位の同定（頬側と舌側の判別）のために温度センサ１８による温度情報を
利用したが、この第７実施形態では、画像情報を利用する。
【００９８】
　図３０に示すように、ブラシヘッドのｙ軸方向の先端に、カメラ１９が設けられている
。カメラ１９としては、可視光カメラや赤外線カメラなど、口腔内の画像情報を取得でき
ればどのようなカメラを利用してもよい。赤外線カメラは放射熱をモニタするもの（サー
モグラフィともいう）である。ブラッシング中の口腔内は暗い可能性があるので、可視光
カメラよりも赤外線カメラのほうが好ましいといえる。本実施形態では、以下に述べるよ
うに口蓋垂の輪郭がわかればよいので、カメラの分解能はそれほど高くなくてもよい。
【００９９】
　ＣＰＵ１２０は、第６実施形態と同様、加速度センサ１５の出力に基づき「上顎左頬側
または上顎右舌側」まで絞り込む（図２５のＳ７１０参照）。次に、ＣＰＵ１２０は、カ
メラ１９から画像を取得し、その画像から口蓋垂を検出する。口蓋垂の検出には公知の画
像解析技術を利用可能である。たとえば、エッジ抽出やハフ変換による口蓋垂の輪郭検出
とか、パターンマッチングによる口蓋垂の検出などが考えられる。ブラシが舌側にあると
きは、ブラシヘッドの先端が喉のほうに向くため、画像中に口蓋垂が写る蓋然性が高い。
一方、ブラシが頬側にあるときは、画像には口蓋垂は写らない。したがって、ＣＰＵ１２
０は、口蓋垂が検出できた場合は「上顎右舌側」と判定し、口蓋垂が検出できなかった場
合は「上顎左頬側」と判定する。同じようにして、「上顎左頬側」と「上顎右舌側」、「
下顎左舌側」と「下顎右頬側」、「下顎右舌側」と「下顎左頬側」の判別も可能である。
【０１００】
　以上述べたように、本実施形態では、第１実施形態よりもブラッシング部位を細かく判
別することができ、より柔軟な動作モード制御を実現可能となる。
【０１０１】
　なお本実施形態では、頬側／舌側の判別だけに画像情報を利用したが、上顎／下顎の判
別や、前側／右側／左側の判別などに画像情報を利用することも可能である。さらには、
画像情報によりすべてのブラッシング部位を同定することも好ましい。ただし、口腔内は
狭く、全体の位置関係がわかりづらいため、画像情報のみですべてのブラッシング部位を
同定するよりも、加速度センサ（加速度センサおよびジャイロスコープ）による姿勢情報
と併用するほうがよい。また本実施形態では、口蓋垂を検出対象としたが、口腔内の他の
部位（たとえば、舌、喉、歯、歯肉など）を認識することでブラシの位置や姿勢を判定し
てもよい。たとえば画像に舌や喉が写っていたらブラシが舌側にあると判定することがで
きる。
【０１０２】
　カメラの代わりに、ブラシ部分に光センサを設けることも好ましい。頬側は真っ暗であ
るのに対し、舌側では光が検出されるため、光センサの出力を解析することにより両者の
判別が可能である。
【０１０３】
　（第８実施形態）
　第８実施形態は、１軸の加速度センサにより姿勢検出とブラッシング部位同定を行う構
成を採用する。
【０１０４】
　図３１上段は、頬側または舌側の歯面をブラッシングしている状態を示している。この
とき、ブラシ角（ヨー角γ）は約９０度になり、重力加速度のｘ軸方向成分は約１ｇもし
くは－１ｇとなり（正負は歯列の左右に対応する）、重力加速度のｚ軸方向成分はほぼ０
となる。一方、図３１下段は、噛み合わせ面をブラッシングしている状態を示している。
このとき、ブラシ角（ヨー角γ）はほぼ０度になり、重力加速度のｘ軸方向成分はほぼ０
となり、重力加速度のｚ軸方向成分は約１ｇもしくは－１ｇとなる（正負は歯列の上下に
対応する）。
【０１０５】
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　このような特性を利用すれば、ｘ軸の加速度センサまたはｚ軸の加速度センサのみでも
、「頬側または舌側の歯面」か「噛み合わせ面」かの判別や、さらには左右上下の判別も
可能である。動作モードの制御としては、たとえば、「頬側または舌側の歯面」をブラッ
シングする際は歯肉に刺激をあたえないようブラシの駆動速度を遅くし、「噛み合わせ面
」をブラッシングする際はブラシの駆動速度を速くする、などの制御が例示できる。
【０１０６】
　（第９実施形態）
　第９実施形態は、加速度センサの出力とジャイロスコープの出力を相互補完することに
より、姿勢情報であるブラッシング部位及びブラシ角を推定する手法である。本実施形態
では、まず歯ブラシの基準位置（初期位置ともよぶ）における姿勢情報（ｔ＝０の時点の
ブラッシング部位とブラシ角）を求めた後、１クロックごとに加速度センサ及びジャイロ
スコープの出力を取り込み、１クロック前からの相対移動量や相対回転角を求めて累積加
算していくことで、ｔ＝ｎ（ｎ＞０）の時点のブラッシング部位とブラシ角を算出してい
く。
【０１０７】
　基準位置については、電源ＯＮの時点の姿勢を基準位置に設定してもよいし、あるいは
、使用者に基準位置（磨き始めの位置）を入力させるような仕組み（たとえば、歯ブラシ
本体を水平に構えブラシを上顎前頬側に当てた状態でスイッチを押させる）を設けてもよ
い。
【０１０８】
　図３２は、第９実施形態における姿勢情報更新処理のフローチャートである。このフロ
ーチャートは、ｔ＝ｎの姿勢情報（ブラッシング部位とブラシ角）と加速度センサ及びジ
ャイロスコープの出力とから、ｔ＝ｎ＋１の姿勢情報を算出する処理を示している。以下
、フローチャートに沿ってＣＰＵの処理を説明する。
【０１０９】
　ＣＰＵは、まず加速度センサとジャイロスコープの出力を取得し（Ｓ３２００）、バン
ドパスフィルタを用いて加速度センサの出力を静加速度成分と動加速度成分に分離する（
Ｓ３２０１）。そして、動加速度成分の有無（Ｓ３２０２）とジャイロスコープ出力の有
無（Ｓ３２０３、Ｓ３２０４）に従って以下のように処理を異ならせる。なお「動加速度
成分あり」とは、動加速度成分の絶対値が所定の閾値よりも大きいということであり、同
じく「ジャイロスコープの出力あり」とは、ジャイロスコープの出力の絶対値が所定の閾
値よりも大きいということである。
【０１１０】
　（１）動加速度成分なし、ジャイロスコープの出力なしの場合
　この場合は歯ブラシの位置及び角度に変化がないため、ＣＰＵは、ｔ＝ｎの姿勢情報を
ｔ＝ｎ＋１の姿勢情報として出力する（Ｓ３２０５）。なお、ｔ＝ｎの姿勢情報をそのま
ま出力するのではなく、加速度センサの静加速度成分から歯ブラシの三次元姿勢を求め、
ｔ＝ｎ＋１のブラッシング部位及びブラシ角を算出してもよい。
【０１１１】
　（２）動加速度成分なし、ジャイロスコープの出力ありの場合
　加速度センサのいずれかの軸が重力加速度の方向と一致した状態で、歯ブラシ本体が重
力加速度方向を軸として回転した場合、加速度センサの出力は全く変化しない（静加速度
成分のみ観測される）。したがって、加速度センサの出力のみで姿勢情報を算出した場合
に、軸周りの回転運動を検出できず、誤差が生じる可能性がある。このような現象は、た
とえば屈んだ姿勢でのブラッシングなど、歯ブラシ本体が垂直な姿勢（つまりｙ軸が重力
加速度の方向と一致した姿勢）に陥りやすい状況で発生し得る。
【０１１２】
　そこで、加速度センサの出力に変化はないがジャイロスコープの出力に変化がある場合
には、ＣＰＵは、ジャイロスコープの出力のみを用いて姿勢情報を更新する。ここで、ジ
ャイロスコープの出力のうち有意な変化が現れるのは、重力加速度の方向と一致する軸回
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りの回転のみである。実際のブラッシング動作においてｘ軸周りの回転運動とｚ軸周りの
回転運動が生じることはほとんどないため、本実施形態ではｙ軸周りの回転のみ考慮する
。ｙ軸周りの回転運動は主にブラシ角の変化を生じさせるので、ＣＰＵは、ジャイロスコ
ープの出力からｙ軸周りの角度変化量Δθｚｘを算出し、Δθｚｘをｔ＝ｎの時点のブラ
シ角に加算し、ｔ＝ｎ＋１の時点のブラシ角を求める（Ｓ３２０６）。
【０１１３】
　このようにジャイロスコープの情報を活用することにより、加速度センサのみでは検出
できない軸周りの回転運動によるブラシ角の変化を精度よく算出することが可能となる。
【０１１４】
　なお、ｙ軸周りの回転運動だけでなく、ｘ軸周りやｚ軸周りの回転運動を考慮すること
も可能である。たとえばｘ軸周りの回転運動は主にブラシ位置の移動を生じさせる。そこ
で、ｘ軸周りの角度変化量と回転中心からブラシまでの距離とからブラシ自体の移動量を
算出し、それをｔ＝ｎの時点のブラシ位置に加算することで、ｔ＝ｎ＋１の時点のブラシ
位置を求めることができる。
【０１１５】
　（３）動加速度成分あり、ジャイロスコープの出力ありの場合
　この場合、ＣＰＵは、加速度センサ出力から得られるｘ軸方向、ｙ軸方向、ｚ軸方向そ
れぞれの動加速度成分を用いてｔ＝ｎ＋１の時点のブラッシング部位を求める（Ｓ３２０
７）。具体的には、ＣＰＵは、動加速度成分を二階積分することにより１クロックあたり
のｘ軸方向、ｙ軸方向、ｚ軸方向それぞれの移動量を算出し、算出した移動量をｔ＝ｎの
時点のブラシ位置に加算することによって、ｔ＝ｎ＋１の時点のブラシ位置を求める。ブ
ラシ位置（基準位置に対する相対位置）が分かればブラッシング部位の推定が可能となる
。また、加速度センサの静加速度成分からブラッシング部位を推定し、静加速度成分から
の推定結果と動加速度成分からの推定結果とを照合することにより、推定精度を向上させ
ることも好ましい。
【０１１６】
　さらに、移動量及び移動方向の情報をブラッシング部位の絞り込みに利用することもで
きる。たとえば、まず、第１実施形態のブラッシング部位推定処理（図７、図８参照）と
同様に、ＣＰＵが、加速度センサの静加速度成分を用いて、ブラッシング部位を「上顎前
頬側」、「上顎前舌側」、「上顎噛み合わせ面」、「上顎右頬側または上顎左舌側」、「
上顎左頬側または上顎右舌側」、「下顎前頬側」、「下顎前舌側」、「下顎噛み合わせ面
」、「下顎右頬側または下顎左舌側」、「下顎左頬側または下顎右舌側」のいずれかに特
定する。この段階では、「上顎右頬側」と「上顎左舌側」の間の識別は困難である。同様
に、「上顎左頬側」と「上顎右舌側」、「下顎右頬側」と「下顎左舌側」、「下顎左頬側
」と「下顎右舌側」の識別も難しい。そこでＣＰＵは、動加速度成分から算出した単位時
間あたりのブラシの移動量（移動距離）を所定の閾値と比較することにより、ブラシの移
動量を評価する。移動量が閾値を超えていた場合には、ＣＰＵは、移動の前後でブラッシ
ング部位に変化ありと判定し、それ以外の場合はブラッシング部位に変化なしと判定する
。そして、ブラッシング部位に変化ありと判定した場合、ＣＰＵは、移動前（ｔ＝ｎの時
点）のブラッシング部位と、今回の移動量及び移動方向とから、移動後のブラッシング部
位を絞り込む。たとえば、ｔ＝ｎの時点のブラッシング部位が右側の歯列であり、移動方
向が左方向であったら、移動後のブラッシング部位は左側の歯列と特定できる。この情報
により、「上顎右頬側」と「上顎左舌側」の区別等が可能となるため、ブラッシング部位
のより詳細な絞り込みが可能となる。
【０１１７】
　また、ブラシ角については、加速度センサの静加速度成分から角度を算出する手法と、
ジャイロスコープの出力から求めたｙ軸周りの角度変化量を１クロック前のブラシ角に加
算することにより角度を算出する手法の２通りがある。前者の手法は、ブラシの絶対角度
を算出できるという利点がある。しかし、本発明者らの検討によれば、歯ブラシ本体が水
平な姿勢の場合はブラシ角の算出誤差はほとんど無いが、歯ブラシ本体の傾きが増すほど
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ブラシ角の算出誤差が増大する、という不利がある。一方、後者の手法は、ｙ軸周りの角
度変化量を直接算出できるという利点があるが、相対角度しか算出できないために累積誤
差が発生するという不利がある。
【０１１８】
　そこで、歯ブラシ本体の姿勢に応じて、前者の手法と後者の手法を切り替えることが好
ましい。具体的には、ｙ方向の加速度センサの静加速度成分の絶対値｜ｙ｜を用いて、歯
ブラシ本体の水平度を評価する。｜ｙ｜が０Ｇに近づくほど、歯ブラシ本体が水平である
とみなす。ＣＰＵは、クロック毎に｜ｙ｜の値を監視し、｜ｙ｜が所定の閾値以上の場合
（つまり水平度が小さい場合）は、ジャイロスコープの出力に基づき算出したブラシ角を
出力する（Ｓ３２０８）。たとえば、ジャイロスコープの基準角度（１クロック前のブラ
シ角に等しい）が４５度であり、現在のクロックのジャイロスコープの出力から算出した
ｙ軸周りの角度変化量が－１５度であった場合は、ブラシ角は３０度と算出される。一方
、｜ｙ｜が閾値より小さい場合（つまり水平度が大きい場合）は、加速度センサの出力に
基づいてブラシ角を算出する（Ｓ３２０８）。歯ブラシ本体の水平度が高い場合、ｘ方向
の加速度センサとｚ方向の加速度センサの静加速度成分の絶対値は概ね以下の値をとる。
　ブラシ角≒　０度：　｜ｘ｜≒０、｜ｚ｜≒１
　ブラシ角≒４５度：　｜ｘ｜≒｜ｚ｜≒０．７０７
　ブラシ角≒９０度：　｜ｘ｜≒１、｜ｚ｜≒０
したがって、｜ｘ｜若しくは｜ｚ｜、又はその両方を評価することにより、ブラシ角を算
出することができる。ここでたとえば加速度センサの出力からブラシ角が３０度と算出さ
れた場合には、その値を用いてジャイロスコープの基準角度が３０度に校正される。これ
により、累積加算による誤差を可及的に小さくすることができる。なお、ここでは｜ｙ｜
の値を用いて歯ブラシ本体の水平度を評価したが、｜ｘ｜や｜ｚ｜の値も考慮して歯ブラ
シ本体の水平度を評価することも好ましい。
【０１１９】
　（４）動加速度成分あり、ジャイロスコープの出力なしの場合
　歯ブラシ本体が直進（並進）運動を行った場合が該当する。ただし、口腔内は狭いため
、ブラッシング中の動作では（４）の状態になることは稀である。なお、（４）の場合に
ついても、（３）の場合と同様、動加速度成分からブラッシング部位を算出することがで
きる（Ｓ３２０９）。
【０１２０】
　以上述べた本実施形態の手法によれば、加速度センサの出力とジャイロスコープの出力
の相互補完によって、ブラッシング部位およびブラシ角をより精度良く算出することが可
能である。
【０１２１】
　（その他）
　上述した実施形態の構成は本発明の一具体例を例示したものにすぎない。本発明の範囲
は上記実施形態に限られるものではなく、その技術思想の範囲内で種々の変形が可能であ
る。たとえば、上述した各実施形態の構成を互いに組み合わせることも好ましい。また、
上記実施形態では、偏心分銅による振動方式の電動歯ブラシを例示したが、本発明は他の
運動方式の電動歯ブラシにも適用可能である。例えば、回転往復運動や直線往復運動やブ
ラシ毛回転運動やそれらを切り替えて組み合わせた電動歯ブラシにおいても適用可能であ
る。その場合、ブラッシング部位に応じて運動周波数を切り替えたり、回転往復運動と直
線往復運動とを切り替えることで、動作モードを切り替えることができる。また、ブラシ
部に超音波振動素子を有し、ブラシの振動と超音波の両方でブラッシングを行うタイプの
電動歯ブラシにも本発明を好ましく適用できる。
【０１２２】
　さらに、磁気センサなどから得られる方位情報を利用してブラシの位置を算出すること
も好ましい。なお、加速度センサ出力から動加速度成分を抽出するには、ハイパスフィル
タなどのバンドパスフィルタを用いることができる。このとき、ブラシの振動によるノイ
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ズを除去するために、ブラシの駆動周波数に相当する１００Ｈｚ～３００Ｈｚ程度の周波
数成分をカットすることも好ましい。さらに、前歯に関しては、左右どちらの手で歯ブラ
シ本体を持つかによってブラシの姿勢が１８０度変わるため、使用者に利き手（歯ブラシ
を持つほうの手）を登録させ、登録された利き手に応じてブラッシング部位の判定アルゴ
リズムを変更したり、動作モード（モータ回転方向、ブラシの動き）を変更したりしても
よい。
【０１２３】
　歯ブラシ本体に、把持位置をガイド（もしくは規定）するための凹凸形状を設けるとよ
い。例えば、歯ブラシ本体の先端部分（使用者が歯ブラシ本体を把持した際に親指や人差
し指の指先若しくは関節が触れる位置）に突起や凹みが存在すると、使用者は意識的又は
無意識に指を突起や凹みに合わせるように歯ブラシを持つ。これを利用して、所定の把持
状態に使用者を誘導することができる。典型的には、図３のｙ軸周りの角度においてブラ
シの向き（ｚ軸のマイナス方向）を０度とした場合に、±約４５度の位置に２つの突起（
もしくは凹み）を設け、±約１３５度の位置に２つの凹み（もしくは突起）を設けるとよ
い。この凹凸に指を合わせて歯ブラシを把持すると、ブラシ角を４５度に保ちやすくなる
。　
【０１２４】
　上記実施形態では、ブラッシング部位の同定（頬側と舌側の判別）のために温度センサ
、カメラ、光センサを利用する構成を例示したが、他にも、超音波センサなどの距離セン
サを利用することも可能である。たとえば、図２４の温度センサと同様、ブラシの背面に
距離センサを設置する。頬側をブラッシングしている場合は、距離センサが頬に近接また
は接触するため、距離センサの測定値は非常に小さい値となる。一方、舌側をブラッシン
グしている場合は、距離センサが口腔内を向くため、距離センサの測定値が相対的に大き
くなる。したがって、距離センサの測定値を閾値（たとえば５ｍｍ）と比較することによ
り、頬側か舌側かの判別が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１】図１は第１実施形態の電動歯ブラシのブロック図である。
【図２】図２は第１実施形態の電動歯ブラシの内部構成を示す断面図である。
【図３】図３は電動歯ブラシの外観を示す斜視図である。
【図４】図４はブラッシング部位の区分を示す図である。
【図５】図５は第１実施形態の動作モード自動制御のメインルーチンを示すフローチャー
トである。
【図６】図６は第１実施形態の姿勢検出処理のフローチャートである。
【図７】図７は第１実施形態のブラッシング部位推定処理（上顎）のフローチャートであ
る。
【図８】図８は第１実施形態のブラッシング部位推定処理（下顎）のフローチャートであ
る。
【図９】図９は第１実施形態の動作モード切替処理のフローチャートである。
【図１０】図１０は上顎のブラッシング部位ごとの加速度センサ出力Ａｘ、Ａｙ、Ａｚの
一例を示す図である。
【図１１】図１１は下顎のブラッシング部位ごとの加速度センサ出力Ａｘ、Ａｙ、Ａｚの
一例を示す図である。
【図１２】図１２はモータの回転方向とブラシの動きを模式的に示す図である。
【図１３】図１３は第２実施形態の動作モード切替処理のフローチャートである。
【図１４】図１４はブラシの軌道を説明する図である。
【図１５】図１５はブラシ角とブラシの動きの関係を示す図である。
【図１６】図１６はブラシ角の変化にともなうセンサ出力の波形変化を示す図である。
【図１７】図１７は第３実施形態の動作モード自動制御のメインルーチンを示すフローチ
ャートである。
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【図１８】図１８は第３実施形態の動作モード切替処理のフローチャートである。
【図１９】図１９は第４実施形態の電動歯ブラシのブロック図である。
【図２０】図２０は第５実施形態の電動歯ブラシのブロック図である。
【図２１】図２１は第５実施形態の動作モード自動制御のメインルーチンを示すフローチ
ャートである。
【図２２】図２２はブラシを歯に押し当てたときの歯ブラシ本体の姿勢変化を示す図であ
る。
【図２３】図２３は図２２の姿勢変化にともなうセンサ出力の波形変化を示す図である。
【図２４】図２４は第６実施形態の電動歯ブラシのブラシ部分を示す斜視図である。
【図２５】図２５は第６実施形態のブラッシング部位推定処理（上顎）のフローチャート
である。
【図２６】図２６は第６実施形態のブラッシング部位推定処理（下顎）のフローチャート
である。
【図２７】図２７は加速度センサ出力のノイズ低減について説明する図である。
【図２８】図２８は電動歯ブラシの姿勢角の定義を示す図である。
【図２９】図２９は駆動速度の変更制御について説明する図である。
【図３０】図３０は第７実施形態の電動歯ブラシのブラシ部分を示す斜視図である。
【図３１】図３１は第８実施形態の姿勢検出を説明する図である。
【図３２】図３２は第９実施形態の姿勢情報更新処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２６】
　１　電動歯ブラシ本体
　２　振動部材
　１０　モータ
　１１　回転軸
　１２　駆動回路
　１３　充電池
　１４　コイル
　１５　加速度センサ
　１６　ジャイロスコープ
　１７　荷重センサ
　１８　温度センサ
　１９　カメラ
　２０　ステム部
　２１　ブラシ部品
　３０　偏心軸
　１００　充電器
　１２０　ＣＰＵ
　１２１　メモリ
　１２２　タイマ
　２０２　弾性部材
　２０３　軸受
　２１０　ブラシ
　３００　重り
　Ｓ　スイッチ
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